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議事の経過

○青木 それでは定刻となりましたので、只今より第７回目となる 仮称 茨木市地域コミ( )
ュニティ基本指針検討委員会を開催させていただきます。本日は大変お忙しい中、また

朝から雨でお足元が悪い中、ご出席いただきましてまことにありがとうございます。ま

ず初めに、齋藤委員長よりご挨拶をお願い申し上げます。

○委員長 皆さん、こんにちは。今日は雨の中、お集まりいただきましてありがとうご

ざいます。２月も下旬になりまして寒さもようやく峠を越すかなという状況になってき

ております。皆様、お元気でご活躍のこととお慶び申し上げます。さて今年に入って、

今日は 回目の検討委員会となります。全体として言いますと、第 回目の委員会になり2 7
ます。

コミュニティの課題というのは生活のすべての領域が含まれておりますので、様々なご

意見やお考えがあるかと思います。しかも多様化する生活様式や変化する人々の意識が

あるので、ひとくくりでまとめることはなかなか難しい分野でもありますが、できるだ

け知恵を集めて答申を示せればと思っております。

前回、一定のまとめをしていただきましたが、様々なご意見をいただくことができまし

た。その辺りも踏まえまして、種々ご議論いただいて、今日はできるだけまとめる方向

でご議論をいただければと思います。皆様の積極的な発言をお願い申し上げまして、ご

挨拶とさせていただきます。

○青木 どうもありがとうございました。引き続いて齋藤委員長、進行の方もよろしく

お願い申し上げます。

○委員長 それでは早速ではございますけれども、会議を始めたいと思います。まず傍

聴の件ですけれども、本日は 名の方の傍聴を予定していると聞いています。傍聴を認2
めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

それでは前回の開催から少し経過をしておりますことから、前回の振り返りを事務局よ

り説明をしていただきたいと思います。

○青木 それでは前回の振り返りについてご説明させていただきます。前回は 月 日1 25
水 に、第 回目ということで開催をさせていただきました。第 回目から第 回目のま( ) 6 1 5
とめという資料をもとにご議論をいただきました。ご議論をいただきました後、会議録

を調整いたしまして、 月 日にホームページ等に会議録を掲載したところでございま2 20
す。

第 回から第 回の検討まとめというものにつきましては、この月曜日に皆様方にご送1 6
付させていただいて、あらかじめ少し目を通していただいているところでございます。

これまでの経過については以上でございます。

○委員長 ありがとうございました。事務局の説明につきまして、何かご質問、ご意見

はございますか。なければ協議事項 のコミュニティ基本指針策定に向けて、第 ～ 回1 1 6



会議検討委員会のまとめについて、事務局から説明をお願いいたします。前回も一定の

まとめの資料をお示ししましたけれども、様々な意見がありました。その辺りの修正を

いただいたものと認識しております。事前に配布をしておりますので、簡単にお願いし

たいと思います。

○青木 それでは今回お配りさせていただいておりますコミュニティ基本指針策定に向

けての第 回～第 回、前回までのまとめということで、月曜日に送付させていただいて1 6
おりますので、あらかじめお目を通していただいていると思います。簡単に変更点等を

中心にご説明させていただきます。

まず前回ご議論をいただきましたのは、やはり一番多かったのは自治会の加入、あるい

は結成についてということでございました。その辺りは地域で行っていくこと、行政で

行っていくこと、協働して行っていくことということで、お示しさせていただいていま

す。各委員から自治会加入結成に向けて、市も積極的にというご意見は重々理解をいた

しましたので、今後の施策の中でそういう部分も進めていきたいと思っているところで

ございます。

それから前回、もう一つありましたのは、庁内の組織、やはり調整機能と言いますか、

そういう部分が欠けているよということでした。縦割りの弊害がまだまだあり、地域の

横のつながりを促すのであれば、当然行政側も横のつながりを深めて、様々な施策を遂

行するにあたっては、やはり庁内で一定調整を図ってから、地域にアプローチするとい

うご意見を頂戴しました。

図示されています 頁の下に、茨木市における地域自治組織のイメージ図ということ15
で、地域の横のつながりを深めた地域自治組織が右側に、行政側が左側にございます。

行政側のところですが、前回までは地域担当職員と各担当部課ということになっており

ましたが、そういうご意見の中で庁内の連携組織、市民活動推進課がその役割を担うの

か、新たな組織になるのか、それとも庁内を横断した組織ができるのか、まだここでは

明確にはできませんけれども、当然ながら各担当課が一定、庁内連携組織を通した上で

地域と結びついていこうというところを加えさせていただいております。

図示だけではなく、 頁になりますが、行政の支援策の推進ということで、地域活動22
拠点の整備、担当職員の配置、職員の意識改革、財政支援、情報提供とありますが、最

後の に横断的な組織体制づくりを付け加えさせていただきました。縦割り行政システ6
ムの弊害を軽減し、庁内連携による地域課題の解決や地域コミュニティに関する事業実

施を推進するため、庁内の横断的な組織の検討を図りますと。先ほど申し上げましたよ

うに、一定、その部署と担当課が企画調整を行った上で、地域に対してアプローチして

いくというところを加えております。

その他としまして、前回ご指摘いただいたのは、 、事業所、学校というところの結NPO
、 。 、 、びつきですが 頁になります 地域 行政との協働での取り組みの推進ということで17

② 法人、事業所等多様な組織との連携・協働ということで、少し明確にさせていたNPO
だきました。 、ボランティア団体、学校、事業所ということで、一定、その連携のNPO
仕方も変わってこようと思います。このあたりをはっきりと、 ～ ということでさせて1 3



いただいております。

あとは、事業所と量販店が混ざっているようなご指摘をいただきましたので、その辺り

は修正させていただいて、事業所等、当然、量販店も商店もひとくくりということで、

事業所等というかたちにさせていただいております。

前回からの変更点については 「てにをは」等は他にもあるのですが、大きな変更点と、

しては以上のようなかたちで変更させていただいております。説明については以上でご

ざいます。

○委員長 ありがとうございました。既にお目通しをいただいておられると思いますの

で、付け加えたい項目、あるいは内容についてのご質問があれば、ご意見よろしくお願

いいたします。前回は自治会への加入促進が大きな議論となりましたけれども、今回は

その他の地域協議会の結成促進や地域への一括交付金の検討等へのご意見を特にいただ

ければと考えております。また、この委員会も今回も含めてあと 回でありますので、2
これまでの意見をまとめ、市民からの報告の成案にしていきたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。

○Ｄ委員 早速ですけれども、 頁ですね。地域と行政との協働での取り組みの推進の17
中で、地域活動の財源確保というところがあります。この中に、運営資金の確保は不可

欠ですと。財源として、自主財源による収入や公募事業への参加等による資金調達力を

高めると、この辺を行政としてバックアップしたいということですが、具体的には、例

でもいいですが、どういうものを考えていらっしゃるのか、少しご説明いただいたらと

思います。

○青木 はい。先進的な地域ですと、例えば、その地域協議会、自治組織が市からの様

々な事業の委託を受けたりして資金を確保したり、 さんがやっておられるような高NPO
齢者配食を地域協議会がなさったりして、資金を調達しているという事例もございます。

すぐに、そういうことができるかどうかは難しいところはございますが、自主財源を確

保していくという意識も持っていただきたいというかたちで書かせていただいておりま

す。

○Ｃ委員 財源確保になるの？大体どこでも福祉事業の一環として、配食、給食はして

います。ですが、一文にもなっていません。むしろ出ているぐらいです。これが地域と

行政の協働の取り組みの中で自主財源を生み出すような事業かどうか。具体的に何かで

金儲けができるとか、こういうことをすれば金儲けできますよというものでなければね。

地域で財源が一番多く生めるのはふるさと祭りです。この時に企業を含めて、自治会が

企業に寄付集めに行っているわけです。この財源でその事業は実施しています。そのお

金が何十万かあるから事業もできるし、余ったお金を確保できるということがあります。

けれども、今説明されたような中身では、お金は出てもお金を生めることはないかなと

思います。どうでしょうか。もっとお金儲けのできる事例を出してもらわないと･･･。

○青木 地域によっては基金を設けたりしていますが、それも正直、寄付です。寄付で



地域の人たちから基金を集めて、それを活動の財源にしておられるとか、いろいろなパ

ターンがあろうかと思います。具体的にこんなふうにしたらお金が儲かるというのは、

先ほど市からの委託事業を受ける。例えば、うちはコミセン担当課ですから、コミセン

の管理運営委員会さんに事業をお願いしております。当然、利用料は入ってきて、黒字

が出ておりますので、収入はあります。現状、例えば地域の団体の助成は一定額は でOK
すよということにしていますので、その部分も一定の自主財源の確保という部分かなと

思います。具体的には、これをすると儲かるという具体事例はなかなかすぐには出てこ

ないのですが、自主財源の確保という部分で 「そうなんだ」ということをわかっていた、

だくスタンスで書かせていただいております。

○Ｈ委員 資金の提供は今までなかったのではないですか。具体例というのは。役所か

ら資金を提供されている例は。

○青木 委託ですか

○Ｈ委員 地域協議会で資金提供を受けている団体があるとおっしゃられていたのです

が･･･。

○青木 茨木市ではないです。他市ではそういう事例があります。

○Ｆ委員 ずっと前に質問をしそびれたのですが、福祉をさせていただいておりますが、

社会福祉協議会という団体がありますよね。茨木市の福祉政策課がありますよね。そこ

が社会福祉協議会に援助をしていただいているのですかね。

○青木 補助金は出しています。

○Ｆ委員 福祉委員会の事業援助のかたちとしては、使っただけを援助しますというか

たちです。要するに、出ていったお金だけになります。いただく側としては使っただけ

もらうということです。よく地域では福祉は金持ちだと言われていますが、よく活動し

ているから使ったお金が大きいということだけの話です。その団体、あるいはその部署

に向けて、お金をいただいて 「どうぞ自由に使ってください」ということであれば、自、

由な発想で使えますね。社協に対する補助ももちろんあるのですよね。そういう意味で

は間接的にはいただいているということですね。

○青木 そうですね。

○Ｃ委員 従来であれば、財政もよかったから、市も思いきって出してくれているけれ

ども、今、市から出している助成金は毎年、削られているわけです。昨年、今年に至っ

ては、その団体が使う目的をはっきりして、余分なものは使えない。時には、川の掃除

に何百人出ていたとしても、お茶も使えないとか、アルコールはだめにせよ、弁当も制

約がありますよね。それに毎年、補助金が減らせている。茨木市のかなりの助成をして



いる団体の中で、 円も減らされていないのは防犯だけです。 万か 万ですね。あ1 200 400
れだけは 円も減っていません。あとは毎年下がっています。1
おまけに、一番ひどい例をあげると、 数人の老人会ができて、届けを出したと。会10
費を集め、市からは助成金を出しています。市というか、団体に納める額は 円を納8000
めなければなりませんので、 人であれば、 円から 円を納めると、 円し10 10,000 8,000 2,000
か残らないわけです 「老人クラブで活動せよ」と言っても、 円では活動できない。 2,000
です。

それも使う中身によって、なんでもかんでも 万円をくれるわけではないです。1
最近の例は青健協の活動です。かなり使いみちの制限は受けていると思います。私のと

ころはサッポロビールのお祭りのときは、青健協でウィンナーと綿菓子を焼いて売って

いたのです。それでかなりお金を儲け、青健協が最も裕福だった時代があったのです。

最近、そういうこともないですし、おまけに市からお金も下げられているし、使途に制

約を受けているので、青健協が花型だったのに、しょぼくれてしまっています。

5 6また うちは協働で ○○ という官報を出しています その大半は 公民館の 万か、 「 」 。 、

万円と、福祉のお金です。大体 ～ 万かかります。あと青健協と人権がそれぞれ 万14 5 1
ずつ出しています。今年はこの 月末で発行するのですが 「印刷代が足りないから、な3 、

んとかしてほしい」と学校から言ってきているわけです。あとお金を出せるとしたら、

福祉か公民館の蓄えたお金から出してあげないことには、機関誌というか、官報すら発

行できないのが、今の地域の現状です。もっと本当に助成金を考えてもらわなければな

らないし、使途は団体に任せると。いろいろな制約をつけないと。こういうふうに本当

はしてほしい。自主財源を儲けるとなれば、そういう具体例を出してほしいのです。そ

ういうことを合わせてお願いしたいと思います。

○青木 具体例がここには出ておりませんし、どういう方策で自主財源を確保したらい

いのかということは各地域ではおそらくわからないと思われるので、その辺りは行政の

情報収集力とかという部分で提供していくかたちになろうかと思います。けれども、こ

の指針の中に「具体的にこういうことをしましょう」と書くことは難しいと思います。

、 「 」使い勝手のいいようにというご意見もありましたので 最後の頁には 地域の財政支援

ということを入れています。言葉が悪いのですが、ひも付き補助金というふうになって

おりますので、地域全体でものごとを考えていただいて、それぞれの地域に合った使い

方ということで、一括交付金等も検討の一つにしていきたいということで、行政からの

支援というかたちで入れさせていただいております。大きな方向性としては、今年言っ

、「 」て来年にというのは難しいかもしれませんが うちではお祭りに多くのお金を使いたい

ということであれば、そういうような使い方ができるような方策は検討していかなけれ

ばならないかなと思っています。

○Ｈ委員 それもどういう使い方かという報告が要りますよね。報告の検討が必ずいる

と思います。私はローズ に関わったりして、いろいろ講座を開いたり啓発活動をしWAM
、 。ていた時に助成金制度があり 毎年 万円ずつ助成金を使わせていただいておりました10

そういう助成金制度については、細かな領収書をとったりするので、それはそれでいい



と思うのですが、茨木市は か所に、国と市の助成を受けた子育て支援があるのですよ7
ね。

○青木 集いの広場ですか。

○Ｈ委員 そういうかたちのところにはすごく大きなお金が落ちているということでも

ありますし、この助成金はどうなっているのかなといつも思ったりします。私は○○公

民館で、舞踊の会という公民館のコーラスグループを率いているのですが、そこでは社

会福祉協議会から「お金が出ますよ」と言ってくるのだけれども、実際には申請がなか

なか通らなかったりして、助成が下りても交通費ぐらいというかたちです。助成金はど

ういう基準なのかなと思ったり、もう少し出してほしいと思ったりするのですけれども、

そういうことも自治会は検討していかないといけないかな、提供の仕方をもっと決めて

いかないといかないかなと思います。

○青木 今、お話があったのは、集いの広場事業と申しまして、現在、国と茨木市で行

っています。もともとは国からの話です。それに基づいて、子育ての 法人等があるNPO
アパート等の一室を借り上げて 「子育てをしている人はどなたでも来てくださいね、子、

育ての悩みを聞きましょう」ということでやっている事業が、今は市内に１２か所ござ

います。

その辺りが、地域で子育てが問題ということであれば、そういうところとの接点があれ

ば、自治会としてもそういうお知らせもできると思います。それがＮＰＯとの連携では

ないかと思います。

○Ｈ委員 それこそ横のつながりですね。

○青木 ですから指針にも書いておりますように、 との連携という部分では、そうNPO
いう部分を連携していけば、自治会内で小さな子どもを抱えていて、なかなか地域活動

に参加したいけれどできないが、そういうところで少しの間でも見ていただけたらとい

うようなつながりができれば、今後、若いお母さん方にも地域の活動に参加していただ

くことができたりするかと思います。

○Ｈ委員 連携していったほうがいいと思いますね。

○Ｂ委員 小学校区単位に出すということですよね。そうすると、上の層で何でも決め

ますよね。自治会長とか、公民館運営委員長で決めますよね。だから、一般市民の声も

ね。例えばアンケートでもいいから、地域の支援のお金が出るならどういうことをして

ほしいのかという声をもとにして、お金の使い方を検討してもらえたらと思います。一

般市民の声が通らないようでは、補助が出たとしてもね。お金のことを知らない方には

きっと何かでお知らせされると思いますけれども、そういうことが自治会を良くしてい

くことだと思います。だから、みんなの声も反映できるような、まとめるようなかたち

をとってもらえたらいいなと思います。自治会単位でまとめるとか、班ごとにまとめて、



それを自治会でまとめて自治会長のところにもっていくとか、公民館のところに持って

いって 「こういう意見が出ましたよ。こういうことをしたらどうでしょうか」とか、そ、

れでまとめてもらったほうがね。上の方で「お祭りに使おうじゃないか 「老人クラブに」

使おうじゃないか」というのではなくてね。もう少し一般の声を反映させてもらったら

と思います。

○Ｄ委員 いいですか。何回目の時でしょうか。各団体への補助金、詳細をいただきま

したね。あれを見ますと、トータルしますと、 億 万ぐらい補助金として出ている1 4000
のかなと思います。単純に 校区に割ったら、 万ね。それぐらいを我々のイメージ32 500
として持っていいのかどうかですね。もっとたくさん出るのか、あるいは、少なくなる

のか。イメージの金額ですね。どれぐらいなのかということですが。

○副委員長 今のお金の話と組織の話は一体の話だと思います。結局、一括交付金とい

うのは「地域で配分を決めてください」という話になると思うのですが、その時に、今

の茨木の状況だと、地域を包括する組織はなかなかないですよね。自治連さんもすべて

を包括しているわけではないし、公民館とかコミセンもそれぞれの縦割りになっている

イメージですよね。それでよく他の地域でもやられていることとして、地域自治組織と

いう話が出てきて、そこに一括交付金を流すと。その時には、従来の補助金を集めてと

いうやり方と同時に、かなり推進するために上乗せをしている場合があります。例えば、

年数を区切って、 年間で数百万を出していくとか、こういうことを同時にしていくとい3
うのは一つかなと思います。

交付金の分捕り合戦をしても地域はよくならないわけですから、そこが何をやっていく

のか、組織づくりの中で何をしていかないといけないのかを考えていく必要があると思

います。お金が先にあるのですけれども、そもそも何のためにそういった組織を作るか。

作ってもらって、地域でがんばってまちづくりを総合的に相対的にやってもらうには弱

いと思っています。行政はこれからどんどん厳しくなる中で、コミセンとか公民館はそ

うですが、あるいは市の持っている施設の管理運営とか、地域でやった方がうまくいく

という施設であるとか、いろいろな事業も、行政が直でやっていたものを地域でやって

もらう。そういうのはこれからの時代の流れかなと思っています。

それを誰が担うのか。今までのようにボランティアでみんな担ってもらうのではなく、

そういったお金で例えば人を雇ってもらったりとかということで、地域で雇用を生み出

しながらやっていくしくみがあればいいと思います。

ある種、行政としての目標みたいなのが、このまちづくり協議会の組織にないと 「地、

域でやってください。そこに一括交付金を出しますよ。あとは好きにやってね」と。行

政は担当職員を置くし、連携の強化を作りますからだけでは、それによって行政はどう

変わるのと。地域はそれで汗をかく部分が増えて、行政は何をしているのという話にな

りかねない。それは行政としての直接サービスはできても、市全体としてみて、もっと

豊かなみんながやるような税金を使ってのサービスは低下ではなく、もっと豊かになる

んだというようなイメージを出したほうがわかりやすいですね。そういうところを入れ



込んでいただけるといいかなと思っています。

そうすると、 頁のところの、地域づくり推進の 行目で「検討します」というのは15 3
後退しているイメージを持ったのですが、どこまでかかっているのかがあります。その

辺のところは市としての目標、地域自治組織を作ってもらうことの意味合いとか、それ

によってどう茨木市が変わるのかということを積極的に書き込めるかどうかはわかりま

せんが、そうしないと作る意味がないと思います。

それともう一つ、 頁のところで人材育成研修会を新たに入れていただいていますよ20
ね。お金を渡すだけではどのように地域の人材をどうやって発掘していくとか、そうい

った人たちでどういった組織運営をちゃんとやっていこうということは、行政が直にや

るのはよくないことは前回、言いましたので入れていただいたと思いますけれども、地

域自らがやるのは無理なのですね。だから、中間支援の機能をどこかで入れ込む。それ

は今の市民活動センターでもいいですし、新たにコミュニティ支援センターの機能をど

こかに持たせる。

新しい組織を作ることは大変でしょうから、そういうことを少し入れておいてもらった

ほうがいいのではないかなと思っております。

○委員長 いくつか副委員長からもご提案があったわけですが、財源問題と組織の活性

化について、市の方から何か具体例であったり、他の自治体の状況であったり、その辺

の財源の考え方についてもう少し何かありましたらお願いします。

○原田 頁に書かせていただいているように、コミュニティ基本指針というのはあく17
まで方向性を示すものになっていたと思います。この中では地域活動の財源確保という

のは、従来でいきますと自主財源、いわゆる会費であるとか、いわゆるその地域に住む

方の寄付であるかという部分、それと行政からの補助金という二本柱というイメージが

基本的にはあるのかなと。ただその中に、あらためてその上にプラスαとしてここで要

素として入れているのは公募事業への参加等によるということです。積極的にその地域

がなんらかの、副委員長がおっしゃってくださったように、一つの組織ができ、そこで

なんらかをするという行動力ができるようなかたちのときに、積極的なかたちで、例え

ば先ほどの子育て支援の部分をその地域として受けるのだというようなことで、一歩進

んだかたちで書かせていただいていると思っています。

言葉が悪いのですが、従来は寄付とか会費は当然として、寄付は積極的なイメージがあ

ります。補助金はある意味では受け身的な感覚かなというときに、一歩進んだかたちで

の

積極的な、自ら何らかものを、収入を得る方策までをも、地域の組織としてそういう意

識をも持っていただきたいという、そのための一つの情報として、行政は提供いたしま

すということを書きこませていただいています。

ここに委員長からおっしゃっていただいたように、具体的な資金調達方法を書き込んで

しまうのか、そういうことの必要性というか、その方法として、一つの地域のコミュニ

ティのあり方をここに書かせていただいていると思っております。



指針があり、この次の段階に具体的にどう進めるのかという計画という部分が次の策定

の後にくるのかと思っています。そこではもう少し一歩進んだような、例えば先ほどの

人材育成についても中間支援組織を、副委員長が言っていただいたように書き込む。本

当にそのシステムをどうしていくという具体的な次の姿を示していかなければならない

と思いますので、いわゆる指針は方向性までの書き込みでいいのかなという感覚がいた

しております。具体性を入れていくのは次の段階になるので、それをどこまで入れるの

かは皆さんのご意見を伺いたいと思います。今、お示しさせていただいてもらっている

のは、方向性という意味ではある程度、お示しさせていただけているのかなと思ってお

ります。いかがでしょう。

○Ｈ委員 いいですか。助成金の受け皿が自治会もこういうかたちでみんな並行し、同

じぐらいの立場で並立しているので、やはり大きな一つの受け皿がないと、助成金が出

てもどういう分配するのかという分捕り合戦になります。毎回話していますが、地域の

組織をもっとわかりやすく明確なものにして整理をしていくかたちでないと、今、助成

金が下りただけではとても大きな問題になってしまうし、阿部副委員長がおっしゃって

いたように、全然、地域はよくならないと思います。受け皿をもう少ししっかりしない

と、助成金を出しても本当に意味が無くて、かえって争いのもとになったりして、とて

も難しいのではないかなと思います。

また、そこそこ が入ってきてもいいかなと思ったり、いろいろします。並行で林NPO
立しているような地域の組織ではなかなか助成金がうまく回っていかないかな、うまく

分配できないかな、力の強いものにとられてしまうかなという感じがします。協議会と

か、委員会というかたちでもう少し整理していかないと、なかなかうまくいかないので

はないかな。

○委員長 今のお話にあった一括交付をした時に、その受け皿としてどこが受け取って、

どこが運用・管理していくことにするのか、その辺りはどのような見通しで考えていら

っしゃいますか。

○青木 今、地域担当職員制度で一事例をあげますけれども、春日小学校区というとこ

ろがございます。そこの連合自治会長さんが、お祭り、体育祭、文化展、いわゆる公民

館の三大事業をしていて自治会もいろいろ協力しているけれども、なかなか掴みどころ

がないところがあるということで、一度いろいろな団体に声を掛けてみるということで、

声をかけていただいて、春日小学校区で一度一つまとまってみようという動きがござい

ます。いわゆるこの地域自治組織的なもの、まだ会則とかは決まっておりませんけれど

も、実際にお祭り等もそういうかたちで実行委員会を作られてやっておられる地域がほ

とんどですが、その つ、運動会、お祭り、文化展、来年はその団体で公民館さんが持3
っておられるノウハウも使いながら、やっていこうよという動きがございます。

その つの事業に対して、今までは一つずつお金が出ているのですけれども、全部いっ3
しょにするのは難しいですけれども、例えば、文化展、お祭り、体育祭のお金ぐらいは

まず一つにして、そういう自治組織で一度受けてみたいなというような動きがあるのは



確かです。

もう一つ事例として、今、彩都西のコミュニティセンターが建つのですけれども、あそ

こは公民館がないのです。コミセンは今度立ちますけれども、公民館組織というものは

ございません。館長さんもおられませんし、主事もおられません。ですから、今であれ

ば、お祭り等の補助金は、市としては公民館区というかたちで出していますので、出て

いない現状があります。来年度はそういう部分を、市の内部の規定を変えなければなり

ませんが、彩都西のそういう地域自治組織的な団体があれば、そういうものに対しても

出していきたいなということを考えているところでございます。

○委員長 ということは、ある程度まとまった組織が作られた所に、一括方式で補助し

ていくということですか。

○青木 福祉も子育ても青健もすべていっしょにというのはすぐに無理かなと思います。

3ある一定の分野、先ほど申し上げましたように、お祭り、体育祭、文化祭と、補助金は

本になっています。せめてそれは、例えば一つにしてあげる。そうすることで、今まで

であれば、お祭り 万円、文化展 万円、体育祭 万円ということで、 万円を超えるこ5 5 5 5
とはできないのですが、お年寄りが増えてきたので文化展にたくさん使いたいなという

のであれば、 万円のうちの 万円を文化展に使うことも可能かなと思います。そうい15 7
う部分を少し試行的に進めることができればなと考えております。教育委員会との調整

もしなければなりませんが、そういう部分があるのかなと思います。

○Ｃ委員 それは事業主体によって質的に決まってくるのと違う、今、事業主体が地域

の活動は公民館になってしまっているので、教育委員会から補助金が つに分けてきて3
いると思うけれども、これが今やろうとしている方向付けをしている公民館をコミセン

化していくと。コミセンになりますと、地域の拠点施設はコミセンになっていくので、

コミセンがこの つの事業をやらざるを得ないわけです。ということであれば、従来の3
補助金はコミセンに入っていく。それは自然になっていくのではないかと思います。今

は公民館も、コミセンもありますけれども、大半が校区別では公民館が唯一の拠点施設

になっているわけです。だからそこが事業をすると。事業をやるところには助成金を下

ろすと。こういうことですけれども、それをなくそうとしているわけですから、当然無

くなればコミセンに渡して事業をしてもらわなければならないし、そういうふうにここ

数年のうちになるのではないかなと思います。

○Ｈ委員 防犯にも下りていますよね。

12 29 2 1○Ｃ委員 下りていますよ 私のところは 月 日に 校区を つに分けて回ります。 、 。

年交代で、市長の番と警察署長の番、連合自治会長の番で回ってきます。

○Ｈ委員 そのお金はどういうかたちで使われているのですか。

○Ｃ委員 防犯から各校区に下りてくるのは 円だけです。3000



○Ａ委員 一つの、いわゆる茨木防犯協会というのがありましてね。各々地域、校区ご

とに支部があります。年間の活動費として 円です。それだけです。 円の中で15000 15000
も、地域によっていろいろ活動内容が違うわけです。いわゆる歩きながら地域をパトロ

ールをする、あるいは車で出て夜警をする、いろいろな違いによって数が違うのですけ

、 、 。 、れども 年間 円で防犯の活動なんて十分にはできませんよね 実際は 地域の中で15000
自治会の会費で集めたものを補助しながら、防犯をやっています。今の秋元さんがおっ

しゃった、いわゆる、あれは年末の警戒パトロールだけの話です。あれは全く別のもの

です。通常の防犯活動は 円で校区ごとにやっています。15,000

? ?○Ｃ委員 あれは組織に下りているの それとも支部長

○Ａ委員 これは防犯支部に下りています。

○Ｈ委員 温かいものを飲んでくださいよというものですか。

○Ｃ委員 そう。おでんを炊いたり、ビールかお酒が少し出て、回った後、飲んで帰っ

てもらうというのに使っています。足りず、おそらく長の人が自腹を切っておられます。

○Ａ委員 私のところは手袋や帽子だとか、パトロールをするのに必要な費用に使って

います。飲み食いは一切ありません。

○Ｈ委員 いろいろですね。

○Ａ委員 パトロール後の冷たいお茶代ほどの 円に加え、自治会のお金を入れて、15,000
トータルでうちの地域で 年間 万ぐらいを使っています。独自で青色パトロールカー1 10
を持っていますので、その運営費、ガソリン代とか車検代もかかります。全体で 万ほ11

。 。どになるでしょうか それは我々としては 円としてはお茶代に過ぎないでしょうね15000

○Ｈ委員 ばらばらで助成金が出ていると大変ですね。少し整理したほうがいいかな。

○Ａ委員 補助金の用途が違うのですね、各々の。テーマ型でない組織に対しては、お

茶程度というものもあれば、実際の活動としてこれだけかかるからこれで一つやってく

ださいと。ふるさとまつりも 万円ですよね。何百人、何千人を集めてやるにはそれで5
はできませんよね。

○Ｃ委員 予算 万、 万かかったりします。300 400

○Ｈ委員 住みよい地域づくりに対してお金が 万とか出るようにしないと。個別配分100
では平等ではないですよね。



○Ａ委員 福祉委員会というのは、先ほど森下さんも言われたように、お金は潤沢だと

皆さんは思っていらっしゃるかもしれないですけれど、実際これはいわゆる会員募集と

いう、地域のみなさんにお金を集めていただいて、集まったお金の中から は一般事業45%
費としていろいろ事業の中で使ってくださいということでもらうお金です。これは一括

交付金とか補助金であるとかという意味合いとは少し違うと思います。自分たちで集め

た金の で、福祉活動を地域でやってほしいという内容のものです。45%
一銭も集まらなければ一銭もないわけです。 万円あれば 万円あるわけです。そう100 45
いう内容のものです。

○Ｈ委員 行政からの補助金とは別ものですね。

○Ｄ委員 地域に返ってくるね。

○Ａ委員 地域に返ってくるものですから、いわゆる地域の活動費の中を、一つのもの

として、お金を一つのものと判断するのは無理がありますね。お金に色が付いていると

思っていただかないと。

○Ｃ委員 教育委員会から出ているお金でも、いわゆる審議会の委員さんにいくばくか

の手当が出ているのはいいと思います。ところが、今までだったら土曜開放、土曜日に

子どもを集めて遊ばそうと、ソフトボールやったりキックベースやったりドッチボール

やったりいろいろしています。大阪府の制度がなくなり、土曜開放から今、放課後子ど

も事業に変わっているわけです。ところがこれが不思議で、子どもを預かるのはいっし

ょですよ、見守りも見回りも。朝と放課後、見回り・見守りにシルバーからお金をもら

っている職員さんと、月 回 が組織的に動く人と、地域のボランティアがいます。1 PTA
みなバラバラで、タダの人とお金をもらう人がいるわけです、同じことをしているのに。

土曜日から放課後に変わった途端に、これに参加してもらっている人はすべて個人で手

当てをもらっているわけです。

○Ｆ委員 そうです。

○Ｃ委員 助成金とか補助金は、本当は団体に出してほしいわけです。いろいろな審議

会とかで個人に渡るのはいいと思いますけれども、放課後子どもの団体はできています

ので、そこへ一括して渡してあげて、そこが活動費としてお使いになることはいいこと

だと思います。今見ていると、どうもそこが個人に入っています。

○Ａ委員 いわゆる放課後子ども教室の主旨は違うのですね。見守りは ボランティ100%
アです。放課後子ども教室は茨木市だけの行事ではなく、厚生労働省からこういうかた

ちで子どもの遊び場を作ってやれということでお金が出ています。それが大阪府に、そ

して茨木市にきて、校区の中で、校区によっていろいろやり方が違うのですが、講座を

もって毎日毎日やっているところと、週 回しかやらないところと、いろいろあります1
が、やった行為の内容によっていわゆるお世話代が出ているわけです。ですから、一括



して小学校におろしてというものではないです。

○Ｃ委員 ないですけれども、結局は団体の活動費に使われているといえば間接的には

そうかもしれないけれども、実際、うちの場合は全部すべて出ている人の懐に入ってし

まっているので、私は学校にも校長にも言ったのです。他は運営費として会が使ってい

るのに、なんでこういうやり方をするのか、改めるべきという申し入れをしています。

そうすると、出所が違うのと、主旨が違うと。これは出て活動をしていただいている指

導員の手当だと。他は活動費だと。主旨が違うから、制度が変わらない限り、東奈良が

東奈良だけがするわけにはいかないと。それもその通りだと今は引いていますけれども、

今度、団体へすべて助成金を整理するのであれば、そういうことも含めて一つ整理をし

てほしいなということです。

○Ａ委員 放課後のお金が個人に入っているのは補助金が個人に入っていると理解して

いる人があるけれども、そうではなく、はじめから、一人 円で、子どもの数によっ1050
1350 1 2てお世話する人を集めてくださいと。コーディネータは 円で、一つの学校に ～

名がいて、リーダーとなってやってくださいというかたちで、人件費として初めから出

ています。

のべ 人出れば 人× 円のお金が出るし、 人出ればその倍が出ます。いわ100 100 1050 200
ゆる補助金を人件費とみんなに懐に入れているというのとは少し違うような気がします。

そのほかに、子どもを遊ばせるためのいろいろな道具がいると。ボールを買いたい、コ

マを買いたいという、道具については備品代として必要なお金を認めた場合に、別にそ

れは出しますというふうになっています。

○Ｃ委員 要は出し方ですわ。一般補助金との違いは、校長と話す中で私も理解しまし

た。ところが、そういうことをある特定の事業だけがしているわけです。それを片方で

は地域で窓口をできるだけ一本にしよう、固めようと言っていて、そういう団体、組織

があれば、まるで入れないですよね、協議会的な組織に。そういうことで、私は中途半

端なややこしいことはするなと。片一方では、朝から夕方までボランティアで子どもを

見守ったり、遊ばせている団体もあります。周囲から見ると、いっしょですよね。特に、

火曜日は運動場を使っているけれども、ケガをさせてはいけないので、道具はいっさい

使っていけないことになっています。バット振り回すとかはできないわけです。室内で

するのであれば何かあるでしょうし、それはいろいろ学校によって違うと思います。こ

の際、市が一括して助成金なりそういうものを整理するのであれば、そういうことも頭

に入れておいていただいて、すかっとしたものにしてほしいなということをお願いした

いと思います。

○Ｅ委員 放課後子ども教室は、例えば週 回であればボランティアで考えられると思1
います。ところが、毎日やるように今後は進めていかなければなりません。郡の場合は

月から金までしています。それを見ていますと、とてもじゃないけどボランティアでは

やれません。交代をしていますけれども、かなりのしんどさがあります。ましてスタッ

フを揃えるには、パートに行ってきたお母さんをこちらに応援をしてほしいというふう



なかたちになっていますし、あれは多少の謝礼がないと人が集まらないのではないかと

思っています。

合わせて言わせていただくと、一括補助金を出された場合の使い方を、どういうふうに

使おうかなと考えながら読んでいたりするのですが、私の場合は地域担当職員とセット

になってスタートしなければならないのではないかと一つ思っています。というのは、

地域にドンときた時に、青少年健全育成関係は地域の方にあまり知られていないところ

が多いです。公民館はやっていることを地域の人がわかっていますが、力関係みたいな

話になりますが、実質、やっていないのにお金は出せないのではないかとか、バランス

のとり方が難しいと思います。特に子どもの育成、子育てもそうでしょうけれども、一

般の方にわかってもらえていないところの活動が多いのではないかな。そのあたりをど

ういうふうに判断してもらえるのかなと思っています。

○委員長 今、お話をお聞きしていると、地域の自治会だけではなくて、その他の団体

も含めた地域の包括的な組織を作って、それを支援していくという意味での一括的な補

助金の話と、それとは別個に、やはり特定の目的によって財政的に支えなければやって

いけないような、ボランティアでないような事業として、国なり府なり市なりでやって

いくものと、いくつかのタイプがひょっとするとあって、どの部分も一括して、また、

どの部分は違うのかということは整理していく必要があるかなと思います。そのへんの

整理はもう少ししないと、一括というふうにすべてがなるとは限らないことについては

必要なのかなと。それはおそらく、新しいことを地域でやろうとした時に、それをした

いという地域と、必ずしもそこはしない地域があった時に、その一括のところで取り組

むべきところと、その資金ではとても賄いきれないけれども、財政基盤があればできる

ものを進めていく場合に、すべて一括するというのではなく、別のかたちの、国もそう

いうことがあると思うのですね。

大学の中でも、基盤的な研究費というのは各学部なり個人なり研究費として出ますけれ

ども、それだけで研究が発展するわけではなく、プロジェクトに一括してどんと下りて

くる。そこで成果を上げないと厳しい評価が出てくるというように、基盤的なものとあ

る種特定の目的に限定されて下りてくるものとか、そういった財政的な補助の仕方をも

う少し工夫をしていかないと、地域の基盤を発展させていく面と、より積極的に特定の

分野を財政的に支えていく分とか、メリハリがないと必ずしもよくはないかなと思いま

す。

その上で、Ｅ委員から出てきた、職員さんが地域にどう噛みながら補助金をするのかと

か、その辺り、実際にこういう方向で動いた時に、効果的に働くにはどんなしくみが一

括補助をしていく上で必要なのかということについても、具体的に指針にどこまで書き

込むのかということはあると思うのですが、考えていく必要がかなりあるのではないか

なと思います。

○青木 他市の事例ですが、地域担当職員的な職員が地域に出まして、その職員は何を

しているのかと言えば、一定のお金が地域に下りているので、地域がどのような使い方

をしていいのかわからないと。職員がこの地域であれば、こういうのはどうかという中

で、職員がお金の使い方を一定、提案をしていくような他市の事例はあるようです。そ



うすると、それがいつまでも職員が地域に提案をするのではなく、一定何回かやってい

るうちに、職員が一歩下がって、そうすると地域で協議ください。何かありましたら呼

んでくださいという関わりをしているところはありますので、Ｅ委員がおっしゃったよ

うにそういう取り組み方もあるかと思います。

○Ｈ委員 学童保育は市からのお給与が出ていますよね。そういうところと同じような

活動をしながら、放課後子ども教室にはお金が出ていないというのも不思議だなといつ

も思っていたぐらいです。是非、個別の形では出たほうがいいと思います。それと、一

括でもらって分配が難しいという話ですが、自治会に一括で下ろすというかたちになる

のですかね。

○青木 自治組織ができれば、下ろしたいと。協議ができるなら下ろしたいというスタ

ンスです。自治会というのは上に立つのか、横に並ぶかはまだわかりませんが。

○Ｈ委員 お年寄りの見守りという意味では、民生委員さんがおられますよね。民生委

員さんはこの組織の中に入っていらっしゃらないのですよね。

○青木 これは茨木市の事例で出しているのですけれども、これは基本的に小学校区に

必ずある団体ということで出しています。民生委員さんというのは民生委員さんの地区

長ということで、例えば つの小学校区で一つの地区になっていたり、 つで地区になっ2 3
ていたり、 つのところもあります。福祉ともそういう話はするのですけれども、もっと1
わかりやすいかたちで、民生委員さんというのが小学校区で一定のまとまりになってい

くことはどうかという議論はしています。ここに、そういった小学校区単位で、組織で

なくても、○○小学校の民生委員さんの集まりということで入ることはやぶさかではな

いと思います。

○Ｈ委員 そういうお年寄りの関係もやっていったほうがいいかなと思うのと、本当に

組織を整理しないと訳のわからない状況になっているような気がします。

○Ｃ委員 放課後子ども教室と、従来からある、文部省と国の省それぞれがやっている

のですが、留守課程児童、そこも同じようなことをしています。一本にしたらという話

があったと思います。結局、省も生い立ちも違うし、うちでいう「○○」は特に、両親

が働いていて、一人で家で遊ばすのはいかんということで、学校で面倒を見る。この土

曜開放から始まった放課後子ども教室は別に誰でもいいのですわ。学校に行っている時

間は見ると。やっていることは一緒なのです。違うのはおやつが出たり、勉強を教えた

2り 宿題をやらせたりするという違いはあるらしいのですが 結局一つの小学校の中で、 、 、

つの事業が、生徒が残ってやっているわけです。そこらの問題も。たぶん、どろんこは

父兄から会費をとっているはずです。それで指導員がついています。そこらはこの際、

整理をしていかなければならないのではないかなと思います。

○Ｈ委員 放課後子ども教室はどういうことでできてきたのですか。 年ぐらい前からや5



っていますよね。そこで宿題を教えてはいけないとか、規定はあるみたいですけれど。

○Ａ委員 放課後子ども教室では宿題をさせていますよ。

○Ｈ委員 それなら一緒ですね

○Ｃ委員 一緒ですよ。

○Ａ委員 屋外でいわゆる子どもを遊ばせるお手伝いをしている人、あるいは宿題を教

えてくれる人、手遊びなんかを室内でしてくれる人、そういう人たちを募集して、集ま

ってもらってうちではやっています。ですから、放課後子ども教室と留守家庭児童とは

実質、違いますからね。

○原田 放課後子ども教室は放課後の子どもたちの安全な居場所をつくりましょうとい

うことです。一つは今おっしゃったように、保護者が放課後に見られる状態ではないと

いう子どもさんと、見ることはできるという、 つの層があるだけで、やっている実態は2
いっしょだと思います。

学童保育はゼロになるわけではないですね。必ず必要です。子どもたちは必ず来ます。

0 1 2放課後子ども教室はある日は かもしれません、自由ですから。だからこちらは週 ～

回でも成り立っています。学童保育はそういうわけにはいきません。必須です。月～土

までやっています。放課後という状態の子どもたちは同じなので、とりあえず安全な居

場所という部分でのくくりは同じです。これは統合して放課後子どもプランと呼んでい

ます。

○Ａ委員 留守家庭児童は月～土まで、 年生から 年生までと決められて、子どもたち1 3
の数に対して指導員は雇用されています。その中で、子どもたちの面倒をみています。

中身は似たことかもしれないですが、まったくかたちは違うわけです。その辺は理解し

ていかないと、いっしょにはなかなかできませんわ。実質は同じグランドの中で、放課

後の子どもも留守家庭の児童も一緒に遊んでいますよ。区別することはない。色分けす

ることはないと。危険なことをしようとしたら指導をしようと。指導員も私たちボラン

ティアもいっしょになってやっています。

○副委員長 学童は直営ですか。

○原田 直営です。おっしゃっているように、月～土まで一つとの制度としてやってい

ます。放課後子ども教室は、目標はこちらもできれば毎日やりたいのですが、実体とし

て地域でできませんので、郡さんなら月から土まで、実施されていると思います。他は

。 、週 ～ 回しておられます 地域のいわゆるスタッフが揃わないとできないわけですから1 2
規模の小さな校区にはそれなりの規模でお金を下ろし、一定謝礼も含めてやっています。

郡の規模は大きいと思います。そういう違いです。



○Ｃ委員 同じようにお金を出してあげたらいいのではないの。

○原田 出すというよりも、市の直営は市の職員がやっています。こちらは地域のボラ

ンティアという形での、明確な違いはあると思います。

○Ｈ委員 有償ボランティアという形でもいいのでね。

○副委員長 全国的に見ると直営のほうがずっと少なくて、最近は指定管理や委託とか

でされているケースが多いのですね。今のだと、例えばまさに地域自治組織があって、

学童保育してもいいわけですよね。うちはそれをやりますよと。今、市の職員さんでや

るよりも、自分たちにあった指導員が雇えるかもしれない。だから、かえって良くなる

ことがありうるわけです。もともといろいろなしくみが縦割りで霞が関から下りてきて

いるので、地域にとって非常にややこしいだけであって、これからは分権時代、本当に

そうなるかは別として、地域に合ったもので自分たちが合うものを選んでやっていくと。

だから、これまでも市が全部制度を作って流していくのではなくて、地域に合ったもの

を地域に選択をしてもらうことも可能でしょうし、そういうことをもってやっていくこ

とが大切だと思います。

○原田 一つの例が、もしかしたら公民館とコミセンだと思います。公民館は市が直営

で、ある意味では職員も市が運営しています。館長さんも主事さんもおられますが、形

的にはそこの事務を担っているのは臨時職員、いわゆる市の職員がしています。コミュ

ニティセンターの受付事務は指定管理として、地域の方が、管理運営からお願いされた

方が担っておられます。地域の特色の中で運営していただきたいという流れになってい

ます。

○Ｈ委員 コミセンは経費節減というところもありますか。

○原田 というよりも、地域の使い勝手のよさ、地域の拠点ということでいうと、やは

り地域の方にやってもらうのではないかなと。

○委員長 今まで様々な議論が今後の方向性として出てきていると思うのですが、どこ

かでまとめていく必要がありますね。特に、この文章で、具体的に今起きている問題に

ついて書き込んだほうがいいとか、あるいは、こういうふうに表現を直したほうがいい

ということがありましたら、ご提案をいただけたらと思います。なかなかうまくいかな

いこともあるかと思いますが、制度上の問題もあり、一つの方向にしていく必要がござ

います。

○Ｇ委員 よろしいですか。先ほど阿部副委員長が言われたように、一つは 頁、③の15
ところです。茨木市としてはこの基本指針を作って、地域自治組織をつくっていこうと

いうところかなと思います。いろいろな話が出ていまして、縦割りの部分、イメージ図

で言えばこの点線の中が現状、それを一つに取りまとめるような組織をつくっていきた



い、上の部分をどういうふうに作っていくのかということが一つ問題かと思います。そ

れをはかっていくというところで、③で地域内の組織の整理・統合化を図れるように検

討します。確か、前の文章でいけば、図りますというような形で結ばれていたかと思い

ます。トーンダウンしている気がしますが、指針としてはどうかなと。市として、こう

いう組織を作っていこうというのであれば、前の、そのままの方がいいのかなと。

○Ｄ委員 検討しますという言葉が多いですね、積極性がね。

○Ｇ委員 指針として出すのであれば、できるだけ言い切っていただきたいなと。どう

しても行政の中でやりとりがあって難しいところは検討しますという言葉が出てくるか

と思いますが、言い切れるところは言い切って指針を出していただきたいなと思います。

それと 頁。事業所との連携というところですが、 頁の⑤ということを新しく作って18 20
いただき、これは全体的なところでの支え合いのしくみづくりというところで、出てき

たのかなと。これはこれで非常によくなったと思います。ただその部分、この 頁の、18
事業所との連携というところで、事業所に対して何を求めていくのかという部分で、地

域の行事参加で終わっている気がします。その辺、これからの地域の中で事業所に求め

ていく部分では一つ、防災が大きな問題があるかと思います。最初のころで少しお話を

していましたけれども、実際、平日の昼間に何かが起こったときには、なかなか消防団

の人はいけないし、地域に残っている人も少ないとなると、地域のある事業所さんには

活躍していただかないと仕方がないのかなと思います。ここの③の事業所との連携につ

いても、⑤の文言をそのまま入れてもいいのかなと。事業所については、災害時におけ

る人材であったり、物資の確保とか活動を進めていく上で、地域と連携しましょうとい

う文言も入っていくほうがいいのかなと。その辺も事業所さんには連携として求めてい

きますよということを出してもいいのかなという気がします。

○Ｂ委員 今おっしゃったように、決定的に言葉を書いたほうがいいとおっしゃいまし

たが、この 月で市長が代わられるので、しますと言っても、全部通るということは難4
しいかもしれません。それゆえ今の段階ではこういう言葉にして、決まれば書き換えて

もらうようにしていかないと、今ここで決定をして 「します」という言葉はどうなのか、

なと思います。希望はそうあってほしいですが、我々の会議がすべて通って、いいよう

にやっていけたら、なおいいですが、言葉にしてしまうとなんだということになります。

そのため、今の段階では検討しますでもいいのではないでしょうか。

○原田 検討委員会のことですので、言い切りでも構わないかなと思っています。部長

も前回、お話をさせていただきましたように、一定 月末で検討結果として言い切りの3
文章になるのか、ここの文は検討という言葉になるのか、最終的ですけれども、それは

一つのかたちとして市として受け取らせていただきます。その中でＢ委員がおっしゃっ

ていただいたような部分も、庁内的な整理も次の段階で必要になり、最終的には策定と

なります。さらに、市民のパブリックコメント、ご意見を聞きながら、最終的には策定

となるかなと思っております。



○Ｄ委員 これは指針ですので、あるべぎだとか、こういうふうにしていきたいという

ことですよね。指針なので、方向性を示す文章だと、文体があやふやであれば、将来的

にはどう修正されるかはわかりませんけれどもね。

○Ｃ委員 きれいなことを言える場合と、いくら指針を出しても中身が飛んでしまった

らなんにもならないし、前回も言いましたが、今後の茨木市として、公民館で話をしま

すが、公民館をコミセンに変えようということで進んでいるわけです。実際、市の方針

として、今既にフィールドの中でも、議員の中でも公民館を残せという話が出ているわ

けです。

コミセンにならない可能性もありますよね。

○大西 今、現在はコミセン化を進めているとしか言いようがないのですね。

○Ｃ委員 私はそうしてほしいほうで言ってきたつもりですけれども、今の動きを見る

と、公民館でいいのではないかという話がちらほら出てきています。

○Ｆ委員 先ほどおっしゃったことに戻したのですが、特に災害時においては茨木市内

に住んでいる住民さんと事業所さんも、同じ地域にいるわけです。今おっしゃったよう

に、災害時には連携していく言葉は本当に大切だと思います。前々から思っていたので

すが、私は仕事をしており、特に感じますのが、茨木市の政策は市民には非常に優しい

のかなと。タダで遊ぼうと思うと、どこかで遊べると思います。タダでしていただける

のですね。とてもいい市だと思います。ところが、事業所の立場から見ると、非常に厳

しい。事業所に対しての、想いやりというか、事業所を育てようという姿勢がすごくな

かった。ここでいうべき話かはわかりませんが、私は 年住んでいるのですけど、事業40
を始めて今は 年になるのですが、一つの茨木市に作っている事業所の責任として、や18
はり防災訓練には出るべきであるし、自治会の責任と同じで、事業所も責任があると思

います。そう思いますので、市民と同じ感覚で事業所も一つ入れなければならないと思

います。

○Ｈ委員 事業所は災害時に大きな貢献してくれるかなと思います。この前、立命館大

学の南草津キャンパスに行ってきたのですけれども、あそこでは事業所と民間とか、共

同の事業を多く進めていらっしゃいますよね。立命館大学さんのノウハウとか、いろい

ろな形の知恵をお借りしながら、事業所と連携していろいろなことができるのではない

かなと期待しているのですけれども、そういう面でも防災の力を期待できると思うので

すが、いかがでしょうか。

○委員長 協働で、例えば湖南地域の消防署と訓練をしたりしていることはもちろんし

ています。ヘリコプターが飛んできて、キャンパスの中で、火事を想定して防災訓練を

したりしています。大学はどこでも広域避難場所にもなっていることがありますし、茨

木市に進出するにあたり、サッポロビールの跡地の一部は防災公園として整備されると

いうことは市のほうでお考えのようです。大学としてもそういう方向で整備します。防



災公園はもちろんですけれども、キャンパスの方も防災ということも当然考えて、準備

しています。防災だけではなく、環境という点で見た時に、茨木市の環境にプラスにな

るようなキャンパスにということを設計の中で当然入れて議論をしています。今後、そ

ういうかたちでの、地域への貢献なり、地域との協働はむしろ進んでいくと思います。

草津市では、以前は地域の、草津市の社会的な学習というか、そういう講演会の一部に

大学の講演も組み込んでいたり、あるいは、幾つかの講座を受けると大学で学べるよう

な仕組みをつくったりしております。それからまた、図書館の開放であったり、そうい

う社会開放の施設も準備を進めております。学校との連携とはありますけれども、それ

とは別に、事業所との連携という視点でも、当然、地震や他の災害についても対応でき

るような議論を進めているところになっています。

○Ｈ委員 私は草津キャンパスに行ったとき、すごく最先端をいっていらっしゃる、官

学業ですか、最先端をいっている方針のところだなと感じたので、それが茨木市に 年3
後に来られるということで、是非、そのノウハウとか知識は共有していただい、協働で

やっていったほうがとてもいいかなと思いましたので、そういうのを是非、検討してい

ただきたいなと思います。

○Ｃ委員 今、既に防災を立ち上げている校区については、企業は必ず入っています。

いっしょにやる。企業がただ参加するのではなく、昨日も自主防災研修会があったので

すが、建物そのものが避難所になっています。今、役所が指定している学校はすべて避

難場所になっていますけれども、そういうところへ仮にみんなが行って、せいぜい小学

、 、校には数千人しか入らないのに 広域避難所ということで 万人も 万 人も行けば1 1 5000
入れるはずがないということで、マップの中に企業の建物を指定しているわけです。そ

ういうことで、今、既に防災もできています。常に企業というのはやはり、今までであ

れば我々と違うものだ。自治会が中心にという考えから、企業なり、病院、学校も、す

べて防災の中にすべて入っておりますし、入ることが常識になっています。昨日の研修

では、そういうものが人を助けたという事例でお話しされていました。非常にいい話を

聞かせていただいたなと。

我々のところは既に企業が入っています。役員にもなっていますし、きちんとしていま

す。

○Ｂ委員 今のこういう自治会はいいですけれども、私たちのところは住宅街で、企業

がないのですよ。先日、図上訓練を防災でやったのですが、実際に起きたら、この体育

館でできるかなというふうなことを実感しました。みんなシールを貼って、誰が来られ

た、障がいのある方が来られた、老人が来られたということを頭上訓練でやっていった

のですが、実際にこういうことができるのだろうか。この体育館で何人の人が収容でき

て、小学校区の人を、小学校で掌握できるようかという話になったのですけど、とても

難しいな。皆、起こらないと思っているが、紙において見たら我々は何ができるのやろ

うかという話になったのですけどね。だから、起こらないことを想定して考えるという

ことは難しいけれども、起こるかもしれないというふうに考えていってやらないと、大

変だから。



○Ｈ委員 年以内には絶対起こると言われていますよね。30

○Ｂ委員 だから今のお金が下りるけれども、変な言い方ですが、置いておいて、何か

起きた時のために貯めることはできないのか。今の老人クラブのように年に 万円でも、2
飲み食いはだめになっているけれども、報告をしていかないとね。各事業、いろいろな

所にいただいても、新たにまたいろいろなことを考えてやっていかないといけないので

あれば大変だなと思ったのですけどね。青少年健全育成会に何万円かいただいたら、新

しいことをしてこれだけのものをしましたということで、報告書も出さないといけない

でしょうし、それ以外であれば、お祭りに使ってしまってそれで終わりだったら何もな

7 8らないし やはり使い方とかそういうことをものすごく検討していかないとね 各 つ、 。 、

つの一つひとつ分割に渡ったとしても、どういうふうにしていくのかはいろいろ大変だ

ろうから、上の方の決まった方も大変だなと思いました。

○Ｇ委員 前回も言いましたが、各地域のコミュニティをつくっていくときに、地域の

自治組織を作っていく時に、やはりいろいろ防災の話も出ていたのですけれども、地域

のコミュニティ同志の連携というのが必要なのではないか。今、実際に防災の話も出た

のですが、防災組織は小学校区にありますよね。場合によっては、近くに小学校がある

けど、校区が違うという場合もあります。たまたま、うちはこちらの校区ですと。だけ

ど、近くに隣の校区の小学校があると、避難所はそこになるのです。うちの地域の避難

所はこちらの学校やからと、わざわざ遠くに何かあったときにいかないのですね。大体、

近くの学校に逃げていくのだと思います。

○Ａ委員 あなたはあそこに行きなさいではないですよね。最寄りのところに行くとい

うことになっているわけですから、ただし訓練は校区ごとにやりますので、学校での、

今おっしゃるような場所のつくりをやりますけれども、実質いざそういう災害が起きた

時には、安全な道を通って一番近いところに行きましょうというふうになっています。

○Ｃ委員 昨日の話では、広域避難所は当てにならない。自分の家が安全なら自分の家

へいるのが一番いい。次は、一番近くの会社なり、丈夫な高い建物があれば、そこに避

難させてもらう。

○Ｈ委員 病院の連携も必要ですね。

○Ｇ委員 連携というのも入れていかないとだめなのかなという気がします。

○副委員長 すみません、一ついいですか。 頁からの、活性化に向けた方策は つの14 3
柱になっているわけです。地域が主体的にやっていくものと、協働で取り組むもの、行

政が支援する。こうなった時に、例えば地域自治組織そのものについても、主体的に地

域でやってもらわないとできないわけですけれども、そこに財政的なものと組織運営の

ノウハウであるとか、作り方かであるとか、いわゆる行政の支援も入るわけですよね。



協働で取り組むところも行政の支援策がほとんどだし、この書き方自体が、いまさらで

すが、この構成が本当にいいのかどうかはちょっと検討をしてください。よければこれ

でいいですし、その時にはもう少し、それぞれ具体的に つに分ける前に、整理した体3
系図のようなものを入れて、説明を加えて、ここに入っていくほうがわかりやすいかな

という気がします。そうしないと、行政は何を支援したいのかという話になります。目

標として、たぶん大きいのは地域自治組織ですから、それを作っていく上で地域には主

体的にこういうことをやってもらいたい、協働ではこういうことをやりましょう、行政

は積極的にこういうことを支援しましょうという、ストーリーとしてはすとんと落ちる

のですが、あまりそこまでいくと、市としてはしんどいのかもしれないかもしれないの

ですが、問題提起だけしておきます。

○青木 指針として策定する段になっては、副委員長がおっしゃるように、そういうわ

かりやすいかたちにしていけたらと思います。今現状はこうですけれども、報告をいた

だくというかたちではこういうかたちでご意見をいただいて、 月に入ってから庁内の調4
整の中で、副委員長がおっしゃっていただいたような書き方というものも入れていけた

らなと思います。

○Ａ委員 検討するという言葉は先ほど出ましたけれども、努めますとか、努力すると

いう言葉のほうが柔らかいんじゃないかな。例えば、自治会の加入を検討しますという

と落ち着かないけれども、加入に向けていわゆる努力しますとか、働きますとか、そう

いうほうがいいんじゃないかなという気がします。

○副委員長 だれが検討するのですかということにね、主語がね。検討委員会としては、

行政に検討をしてほしいという言い方ならまだね。行政はこうすべきだというのは。

○Ａ委員 誰がするかということでは、自治会の委員の方々に加入をしてもらうように

検討してくれ、努力してくれるようにお願いしたいということでいいんじゃないかな。

○青木 おっしゃっていたように、これは当然、市としてもこれは言い切りたいという

ところは当然、図ります、～しますということになろうかと思います。あくまでも報告

ですので、それが実際にどうなっているかと見えないところはあるのですけれども、方

向的には言い切りのかたちにできる部分についてはそのほうがいいかなと思います。

○副委員長 そういうのをもらって、あとはだんだんそういうふうになっていくパター

ンが多いですね。最初から検討しますというと、それ以上に踏み込んだかたちには行政

はならないので、できれば言い切りのほうがいいと思います。

○Ｅ委員 頁のイメージ図の中で、構成団体の例の中で、学校とありますが、幼稚園15
は入れなくてもいいのでしょうか。

○青木 小学校区にいろいろ保育所もありますし、幼稚園もあります。いろいろなもの



がありますので、等の中に入るのかなと思います。

○Ｅ委員 せめて、学校・園とか。入っていれば。

○Ｇ委員 それでいきますと、ここに事業所も入れてください。

○青木 すみません。はい。上には入っているのですが、こちらにも。

○委員長 他によろしいでしょうか。基本的にはこの文章を原案として、次回確認をさ

せていただくことになろうかと思いますので、今、修正すべき点について出していただ

いたほうが、来週、大きなところで議論するというのは結構つらいので･･･。

○青木 今回、いろいろご意見を頂戴しましたので、今までのような開催の 日、 日前3 4
に送るのではなく、少し早めに送らせていただいて、言い方等々についてご意見をいた

だいて、次回の最終を迎えようかなと思っています。

○委員長 検討するということについては、原則的には別の言葉に変えるように記入す

ることも含めて修正していただき、できるだけ早くそれぞれの委員にお配りさせていた

だき、最小限の修正にすむように次回はしたいと思います。是非、これは入れておきた

いところはありますか。

○Ｄ委員 すみません。イメージ図 頁ですね。地域の自治組織があって、総会、役員15
会、企画運営委員会と並んで、その下ですね。今 つほど分かれているかたちになって5
いるのですが、具体的には。例えば、公民館とか、あるいはコミセンの場合は、総務部

とか、各事業部、文化部、広報とか、いろいろ分かれていますよね。そういう形なのか、

あるいは、自治会、公民館というふうに並ぶのか、そのあたり、イメージが浮かばない

のですが。

○青木 そうですか。よくあるのですね。企画部とか、総務部とか、事業部とか、文化

部とか、一定あろうかと思います。正直言って、この表を作る前までは、構成団体の事

例が下に下がっていて、そういうのを入れていたのです。ですが、なかなかそこまで具

体的にその自治組織として部会まで設けましょうよというのは今の段階でどうかなと思

いまして、構成団体の中で、例えばこども会とか については、青健協については青PTA
年部みたいなかたちも考えられますし、公民館であれば例えば文化部になるとか、みた

いなイメージはあるにはあるのですけれども、ちょっとそこまで書くのはどうかなと思

って抜きました。

○Ｄ委員 具体的に、実態から考えたら、この下に自治会とか公民館等がずらっと並ぶ

のではないかという気がするのですけどね。歴史的な経過がありますから。

○副委員長 それなら参考資料で、どこかの、例えば宝塚の事例とか、実際、どこどこ



のまちづくり協議会の事例みたいな組織図を、参考までに載せてもらうと、イメージで

きるかな。ここはこれぐらいにしておいてもらったほうがいいかなと、逆に思っていま

す。変に書いてしまうと、全部それになってしまうので、よくないのです。一般的にや

るのは、市が部会を書いたようなもので説明するのですが、本当にそうしないといけな

いようになってしまうので、いろいろなパターンがあるほうがいいと思います。

○青木 どこの市のものが一番、オーソドックスか調べてみます。そういうものも入れ

るように考えてみます。

○Ｅ委員 頁の、事業所との連携の中で、これまでは場所の提供とかということが多18
かったのですが、最近 ということで、事業所側からどちらかというとソフト的な地CSR
域への貢献ということで、そのあたりも受け入れるような表現がどこかに入ったほうが

いいのではないかなと思います。例えば、先ほど言われた、事業所がない地域も、なん

らかのかたちでつながっていけるのではないかなと思います。

○青木 書き方としては、今、事業所は地域経済活動を通じて云々、昨今 をはじめCSR
として、そういう地域社会とのつながりも今までにより増して深まっています、みたい

なかたちで書かせていただければよくわかるかなと思います。

○委員長 よろしいでしょうか。それでは協議事項 のコミュニティ基本指針策定に向1
けた第一回から第六回の検討委員会のまとめについては以上にしたいと思います。

最後になりますが、その他ということで、何か委員の皆様からございますか。無いよう

ですので、事務局の方からよろしくお願いします。

○青木 どうも今日はありがとうございました。次回の案件ということで、平成 年度23
内ということにこの検討委員会はなってございます。そこで一定のご報告を最後に頂戴

するというかたちにしたいと考えております。

次回の案件につきましては、今回いただいたご意見なりを、先ほど申し上げましたよう

に、少し早めにお送りさせていただいて、お目通しいただいて、あらかじめご意見を頂

戴しておくということで、次回にお配りさせていただく分については、成案というかた

ちにしたいなというふうに思っております。

日程でございますけれども、 月になりますが、 日の週にお願いしたいと思っており3 19
ます。最後の検討委員会になりますので、夕方に開催をして会費制の懇親会を予定して

おります。

。 、 、22 ( )16 22 ( )16日 木 時～ということではいかがでしょうか では 日 木 時～ということで

調整をさせていただきました。

○原田 時～ 時まで最後の検討委員会をさせていただきます。16 17

○青木 会議録の確認と同じような時期に、同じようにご案内状と、それから指針の案

を送らせていただきますので、また、ご意見を頂戴して成案を当日にお配りするという



ふうにさせていただこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。

以上でございます。

○委員長 ありがとうございました。今の事務局の説明がございましたけれども、他に

何かございますか。無ければ、次回が最終回ということになりますが、よろしくお願い

いたします。特に無いようでしたら、本日の第 回の検討委員会を閉会させていただき7
ます。

本日はどうもお疲れ様でした。


